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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年８月１２日 １３時５０分ごろ 

発生場所 香川県高松市女
め

木
ぎ

島南東方沖 

 女木島灯台から真方位０８５°４９０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２２.８′ 東経１３４°０２.６′） 

事故の概要  プレジャーボート F R
エフアール

-21 F
エフ

115 は、北東進中、また、水上オート

バイRum
ラ ム

 Runner
ラ ン ナ ー

は右回転中、両船が衝突した。 

Rum Runner は、同乗者が負傷し、右舷船尾部外板の破口等を生じ、

また、FR-21 F115 は、左舷船首部外板に亀裂を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年９月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート FR-21 F115、５トン未満 

   ２６０－３４７４２香川、香川マリン株式会社（Ａ社） 

５.７０ｍ（Lr）×２.１４ｍ×１.０３ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、８４.６kＷ、平成７年１２月 

Ｂ 水上オートバイ Rum Runner、０.２トン 

   ２８０－４４７４１香川、株式会社ティエラル 

３.０２ｍ（Lr）×１.１２ｍ×０.４５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、１８３.９kＷ、平成２８年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２７年６月１１日 

免許証交付日 平成２７年６月２５日 

           （平成３２年６月１０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ２２歳 

   特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年８月１４日 

免許証交付日 平成２６年８月１４日 

           （平成３１年８月１３日まで有効 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 重傷１人（同乗者Ｂ） 



 
- 2 - 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に亀裂 

Ｂ 右舷船尾部外板に破口、右舷船尾部補強材に欠損及び亀裂（全

損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約３.１m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、知人６人を乗せ、搭乗者４人が

乗った塩化ビニール製の浮体を長さ約１５ｍの化学繊維製のえい
．．

航索

でえい
．．

航し、平成３０年８月１２日１３時１５分ごろ高松市芝山海浜

公園の海岸を出発して同海岸沖を緩やかに蛇行しながら遊走してい

た。 

Ａ船は、船長Ａが女木島東岸にある砂浜に向かうこととし、約３５

～４０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵により北東

進を開始した。 

船長Ａは、女木島南西方沖で、Ａ船の同乗者の１人（以下「同乗者

Ｂ」という。）からＢ船に移乗して遊走したい旨の申し出があったの

で、Ａ船を停船させ、同乗者ＢをＢ船に移乗させた。 

Ａ船は、Ｂ船に続いて遊走を再開し、船長Ａが、左舷前方約４０ｍ

のところに、Ｂ船がＡ船と同じ方向に向かって遊走していることを認

めていたが、仲間の水上オートバイなので、衝突の危険はないと思

い、時々後方の浮体の様子を見ながら、約３５～４０km/h の速力で航

行した。（イメージ図１参照） 

 

 

 

 

 

 

イメージ図１ Ｂ船がＡ船の前路を航行している状況 

Ａ船は、後方を見ていた船長Ａが、前方を振り向いたとき、至近に

Ｂ船を認めたが、どうすることもできず、１３時５０分ごろ、Ａ船の

左舷船首部とＢ船の右舷船尾部とが衝突し、Ｂ船を乗り越えた。 

船長Ａは、Ｂ船の近くに戻ってＡ船の主機を停止させ、通り掛かっ

たプレジャーボート（以下「Ｃ船」という。）に救助を要請するとと

もに自らも海中に飛び込んだ。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１３時３０分ごろ芝山海浜公園

の海岸を出発してＡ船と共に遊走していた。 

船長Ｂは、Ｂ船をＡ船の近くに移動させて停止し、同乗者ＢをＢ船

の後部座席に乗せた。 

Ｂ船は、約３５～４０km/h の速力で遊走を再開し、右舷後方約４０

ｍのところにＡ船を見る状態で北東進中、船長Ｂが、Ａ船から離れて
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単独で遊走しようと思い、一旦減速して左転し、船首を北西方に向け

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが、同乗者Ｂを楽しませようと思い、その場で増速

しながら右回転中、右舷方至近にＡ船を認め、ハンドルを左に切った

が、Ａ船と衝突した。（イメージ図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

イメージ図２ Ａ船とＢ船が衝突した状況 

船長Ｂ及び同乗者Ｂは、Ｂ船がＡ船と衝突した際に海中に投げ出さ

れたが、Ｃ船に救助されて芝山海浜公園の海岸まで運ばれ、同乗者Ｂ

が、同海岸にいた仲間が要請した救急車で高松市内の病院に搬送さ

れ、外傷性くも膜下出血、後頭骨骨折及び右鎖骨遠位端骨折と診断さ

れた。 

Ｂ船は、自力で航行することができず、マリーナまでＡ船にえい
．．

航

され、後日、廃船処理とされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２－１ Ａ船の

損傷、写真２－２ Ａ船の損傷（左舷船首部） 参照） 

 その他の事項 船長Ａ、船長Ｂ及び同乗者Ｂは、１０時ごろから仲間約１７人と共

に芝山海浜公園でバーベキューをしながらＡ船、浮体及びＢ船に分乗

して遊走を楽しんでいた。 

船長Ａは、平成２７年に小型船舶操縦免許を取得後、Ａ社のレンタ

ル会員となり、年に約３～４回プレジャーボートでトーイング等の遊

走を楽しんでいた。 

船長Ｂは、平成２６年に特殊小型船舶操縦免許を取得後、年に約５

回水上オートバイの操船を行っていた。 

船長Ｂは、Ａ船が女木島東岸にある砂浜に向かっていることを知ら

なかった。 

船長Ａは、衝突の少し前からＢ船の動きを見ていなかったので、Ｂ

船が前路にいると思わなかった。 

船長Ｂは、衝突の少し前からＡ船の動きを見ていなかったので、Ａ

船がＢ船に向かって接近していると思わなかった。 

船長Ａ及び船長Ｂは、本事故当時、互いに動静を継続して監視し、

それぞれの船の向きや位置を把握していればよかったと本事故後に思

った。 

分析  
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 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、女木島南東方沖において、Ｂ船の右舷後方を遊走しながら

北東進中、船長Ａが、Ｂ船に対する見張りを適切に行っていなかった

ことから、Ｂ船に向かって衝突するおそれがある状態で接近している

ことに気付かず、前路で右回転中のＢ船と衝突したものと考えられ

る。 

船長Ａは、Ｂ船がＡ船と同じ方向に向かって遊走していることを認

めていたが、仲間の水上オートバイなので、衝突の危険はないと思

い、時々後方を振り向き、浮体の様子を見ながら航行していたものと

考えられる。 

Ｂ船は、女木島南東方沖において、Ａ船の左舷前方を遊走しながら

北東進中、Ａ船から離れて単独で遊走しようと思い、Ａ船に対する見

張りを適切に行っていなかったことから、Ａ船がＢ船に向かって衝突

するおそれがある状態で接近していることに気付かず、一旦減速して

左転し、その場で増速しながら右回転中、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因 本事故は、女木島南東方沖において、Ａ船がＢ船の右舷後方を遊走

しながら北東進中、Ｂ船がＡ船の左舷前方を遊走しながら北東進中、

船長Ａ及び船長Ｂが、互いに見張りを適切に行っていなかったため、

Ａ船がＢ船に向かって衝突するおそれがある状態で接近していること

に気付かず、Ｂ船がＡ船の前路で右回転中、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・近距離を遊走する船舶がいる場合、その船舶に対する見張りを適

切に行うこと。 

・水上オートバイの操縦者は、他の船舶等の近くで、急停止又は急

回転を行わないこと。 

・遊走中の水上オートバイは、急停止又は急回転を行うことがある

ので、できるだけ距離を確保して航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

香川県高松市 

Ｂ船 

同乗者Ｂが移乗した場所 

事故発生場所 

（平成３０年８月１２日 

 １３時５０分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２－１ Ａ船の損傷     写真２－２ Ａ船の損傷（左舷船首部） 

 

 

 

 

 

 

亀
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